
平成３０年度 第2回 島根県肝炎対策協議会    

日 時：平成３１年２月１４日(木) 

  １６時 ～ １８時

場 所：島根県民会館 ３０７会議室 

１ あいさつ

・議事録のホームページ公開について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・議事録案

２ 議  事

 （１）島根県肝炎医療コーディネーターの養成状況について・・・・・資料１

（２）B型肝炎定期予防接種率について・・・・・・・・・・・・・・資料２

 （３）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について・・・・・・・・資料３

 （４）職域等の取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

３ その他



資料 1 

島根県肝炎医療コーディネーターの養成状況について

1）肝炎医療コーディネーター養成研修会及び継続研修会

１ 養成研修会 

〔東部会場〕平成３０年１０月２５日（木） 10:00～16:00 

県松江合同庁舎 

〔西部会場〕平成３０年１１月４日（日）  10:00～16:00 

県浜田合同庁舎  

内 容 

 肝炎医療コーディネーターに期待される役割・心構え 

 [島根県薬事衛生課 和田美江子感染症グループリーダー] 

 島根県の肝炎の現状と対策 

 [島根県薬事衛生課 神庭友里恵技師] 

 [島根県健康推進課 竹下都佳沙主任] 

 患者の声（友の会の活動報告など） 

 [島根肝臓友の会 濱田知博先生] 

 肝炎等の基礎知識 

 [島根大学医学部附属病院 佐藤秀一先生] 

※西部会場は東部会場の講義録画ビデオにより実施。

認定者数  ６３名  

（内訳について） 

○会場別 

〔東部会場〕３９名 

〔西部会場〕２４名 

     ○所属別 

      〔肝疾患診療連携拠点病院〕       ８名 

      〔肝炎等精密検査実施医療機関〕    １４名 

      〔島根県肝炎ウイルス検査委託医療機関〕 ５名 

      〔その他医療機関〕           １名 

      〔薬局〕               １４名 

      〔市町村〕              １３名 

      〔保健所〕               ６名 

      〔学校〕                １名 

      〔患者団体〕              １名 



     ○職種別 

  〔医師〕       ５名 

  〔看護師〕      ９名 

  〔保健師〕     １９名 

  〔薬剤師〕     １３名  

  〔社会福祉士〕    ３名 

  〔理学療法士〕    １名 

  〔その他医療関係〕  ２名（医師クラーク、診療情報管理士） 

  〔事務〕      １０名 

  〔その他〕      １名（患者） 

２ 継続研修会 

〔東部会場〕平成３０年１０月１４日（日） 10:00～15:30 

        島根大学医学部附属病院 

〔西部会場〕同日 ※東部会場とのテレビ会議により実施。

      益田赤十字病院 

内 容 

 島根県の肝炎の現状と対策等 

[島根県薬事衛生課 神庭友里恵技師] 

      [島根県健康推進課 竹下都佳沙主任] 

 日本肝臓学会主催の研修会 

      基調講演 [埼玉医科大学 持田智先生（DVD 講演）] 

      特別講演 [鳥取大学医学部附属病院 的野智光先生] 

      肝炎医療コーディネーターの活動～これからの役割を考える～ 

（パネルディスカッション） 

受講者数  ３２名 



配置状況

配置状況〇は、規定数に達している施設。第二号については、配置施設率

規定数 平成29年

（最小数） 年度末 当初 養成 辞退 12月末

拠点 島根大学医学部附属病院 1 7 7 8 15 〇

松江赤十字病院 1 1 1 1 〇

松江市立病院 1 3 3 3 〇

松江記念病院 1 0 0 1 1 〇

総合病院 松江生協病院 1 2 2 2 〇

あさひまちクリニック 1 1 1 1 〇

ほしの内科・胃腸科クリニック 1 0 0 0 --

医療法人社団　日立記念病院 1 0 0 0 --

雲南市立病院 1 2 2 2 〇

はまもと内科クリニック 1 1 1 1 〇

加 藤 医 院 1 0 0 0 --

島根県立中央病院 1 0 0 2 2 〇

出雲市立総合医療センター 1 0 0 2 2 〇

医療法人 遠藤クリニック 1 1 1 1 〇

医療法人　順和会中島医院 1 1 1 1 〇

三原医院 1 0 0 0 --

医療法人社団耕雲堂　小林病院 1 0 0 0 --

大田市立病院 1 0 0 1 1 〇

医療法人社団 福田医院 1 0 0 0 --

医療法人 郷原医院 1 1 1 2 3 〇

独立行政法人国立病院機構
　 浜田医療センター

1 2 2 2 〇

丸山内科クリニック 1 0 0 0 --

北村内科クリニック 1 0 0 0 --

医療法人社団　寺井医院 1 3 3 3 〇

社会福祉法人恩賜財団
　  島根県済生会江津総合病院

1 0 0 2 2 〇

医療法人慈誠会　山根病院 1 0 0 4 4 〇

益田赤十字病院 1 0 0 0 --

石見クリニック 1 1 1 1 〇

医療法人 好生堂   和﨑医院 1 0 0 0 --

隠岐病院 1 0 0 0 --

隠岐島前病院 1 0 0 0 --

全県 125 10 10 5 15 （12）

松江 29 各1 4 4 1 5 （17）

雲南 11 各1 0 0 0 （0）

出雲 20 各1 2 2 1 3 （15）

大田 11 各1 3 3 1 4 （36）

浜田 37 各1 1 1 2 3 （8）

益田 13 各1 0 0 0 （0）

隠岐 4 各1 0 0 0 （0）

肝炎医療コーディネーター配置状況

配置状況
（％）

設置機関名区分

　　　　　－「島根県肝炎医療コーディネーターの養成及び活用に関する要綱第４条」に規定する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置する機関と人数を基準として把握－
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配置状況

配置状況〇は、規定数に達している施設。第二号については、配置施設率

規定数 平成29年

（最小数） 年度末 当初 養成 辞退 12月末

肝炎医療コーディネーター配置状況

配置状況
（％）

設置機関名区分

　　　　　－「島根県肝炎医療コーディネーターの養成及び活用に関する要綱第４条」に規定する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置する機関と人数を基準として把握－

平成30年

松江市 2 7 7 4 11 〇

安来市 2 2 2 1 3 〇

雲南市 2 0 0 1 1 --

奥出雲町 1 0 0 1 1 〇

飯南町 1 0 0 0 --

出雲市 2 7 7 2 9 〇

大田市 2 4 4 4 〇

川本町 1 1 1 1 〇

美郷町 1 0 0 0 --

邑南町 1 1 1 1 〇

浜田市 2 4 4 4 〇

江津市 2 3 3 3 〇

益田市 2 6 6 6 〇

津和野町 1 0 0 2 2 〇

吉賀町 1 0 0 2 2 〇

海士町 1 1 1 1 〇

西ノ島町 1 0 0 0 --

知夫村 1 0 0 0 --

隠岐の島町 1 0 0 0 --

松江 1 2 1 1 2 〇

雲南 1 2 2 2 4 〇

出雲 1 4 4 2 1 5 〇

県央 1 2 3 3 〇

浜田 1 3 1 1 〇

益田 1 3 5 5 〇

隠岐 1 1 1 1 2 〇

1 1 1

その他 9 9 17 26

合計 190 99 99 63 1 161 （85）

配置充足率 第一号　61％(19/31) 第二号充足率　12％（15/125） 第三号 77％（20/26）

第二号の施設は、肝炎ウイルス委託医療機関155施設のうち、第一号の精密検査実施医療機関30施設を除く
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(都道府県名: 島根県 )

対象者数

(人)：①

接種者数

(１回目)：②

接種者数

(２回目)：③

接種者数

(３回目)：④

１回目

接種率（%）

：⑤＝②/①

×100

２回目

接種率（%）

：⑥＝③/①

×100

３回目

接種率（%）

：⑦＝④/①

×100

任意接種

把握

【有無】

任意接種

接種者数

1 松江市 1690 1607 1638 1710 95.1 96.9 101.2 無

2 浜田市 383 374 371 389 97.7 96.9 101.6 無

3 出雲市 1524 1408 1474 1608 92.4 96.7 105.5 無

4 益田市 359 320 329 326 89.1 91.6 90.8 無

5 大田市 229 233 227 220 101.7 99.1 96.1 無

6 安来市 244 243 238 250 99.6 97.5 102.5 無

7 江津市 155 156 159 165 100.6 102.6 106.5 無

8 雲南市 279 260 261 275 93.2 93.5 98.6 無

9 奥出雲町 73 67 68 61 91.8 93.2 83.6 無

10 飯南町 30 26 23 22 86.7 76.7 73.3 無

11 川本町 21 20 22 27 95.2 104.8 128.6 無

12 美郷町 25 17 19 18 68.0 76.0 72.0 無

13 邑南町 63 62 64 69 98.4 101.6 109.5 無

14 津和野町 40 32 37 36 80.0 92.5 90.0 無

15 吉賀町 27 49 47 36 181.5 174.1 133.3 無

16 海士町 17 12 13 15 70.6 76.5 88.2 無

17 西ノ島町 22 16 14 16 72.7 63.6 72.7 有 1

18 知夫村 6 3 6 6 50.0 100.0 100.0 無

19 隠岐の島町 88 102 96 96 115.9 109.1 109.1 無

対象者数①　　：　平成28年４月２日から平成29年４月１日の間の出生数

接種者数②～④：　接種ワクチンの回ごとに、平29年４月１日から平成30年３月３１日までの実施数

B型肝炎定期予防接種対象者　：　１歳に至るまでの間に有る者

　 初回２回：　1回目接種後、27日以上の間隔を開けて２回目を接種

追加１回：　第１回目接種から139日以上あけて接種

5345 94.9 96.8合計 5275 5007 5106

Ｂ型肝炎ワクチン

1

平成29年度Ｂ型肝炎定期予防接種実施状況集計表

101.3

平成29年4月1日～平成30年3月31日

No. 
市町村
（特別区）名

資料 ２



島根県健康福祉部健康推進課

制度の流れ
制度利用の流れは下記のとおりです。

①肝がん・重度肝硬変の入院治療を受けた場合、医療機関は患者に対し入院記録票を交付します。

③患者は②を含め、必要書類を揃えてお住まいの地域を管轄する保健所に申請を行います。

※医療費助成を受けられる「過去１２月以内に４月以上」に該当するかは月毎に算定をします。

平成３１年１月３１日末の島根県の状況

  ※指定医療機関は、医療機関からの申請に基づき随時登録を行います。

④島根県が患者に対し参加者証が発行します。

⑤参加者証を提示すると、１２月以内に４月以上該当の入院治療が高額療養限度額に到達する場合に
該当月の医療について自己負担が１万円となります。

参加者証の有効期間 １年（更新可能）

②入院記録票上のカウントが３になったら、臨床調査個人票（診断書に相当）を主治医の先生に書い
ていただきます。

 そのため、参加者証の有効期間内であっても医療費の助成を受けられる月と受けられない月が発生
することになります。

・指定医療機関・・・県内１９医療機関

・助成実績・・・現在までのところ申請無し

対象患者
医療保険各法の被保険者または被扶養者の方で、かつ年収約３７０万円未満
（高額療養の限度額適用認定証の区分で判断）であり、更に厚生労働省が行う
研究事業への同意が必要となります。

自己負担額

ウイルス性肝炎を原因とする肝がん・重度肝硬変
治療研究促進事業について

B型・C型肝炎ウイルスにより肝がん及び重度肝硬変となった患者の方に
対し、治療の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにする
ための研究促進を行うための事業です。要件を満たす場合、県から入院
医療費の助成を受けることができます。

平成３０年１２月１日より制度開始

事業の概要

対象となる医療

医療費の助成を受けられるのは、指定医療機関におけるウイルス性肝炎に起因
する肝がん及び重度肝硬変にかかる入院関係医療のうち、高額療養の限度額に
到達した月が該当となる月を含んで、過去１２月以内に４月以上となる場合で
す。

月額１万円

資料３














